
（１）計画の進捗管理について
本計画が着実に実行されるよう、計画の進捗について、毎年度、評価のための指標等により自己点検・評価を実施し、その結果を庁議（子ども・子育て支援本部）や、区の付属機

関である「板橋区児童福祉審議会」に報告するとともに、区のホームページ等で公表します。
また、自己点検・評価によって明らかになった課題等については、ＰＤＣＡサイクル（策定－実施－評価－見直し）に従って、進捗状況の評価結果の反映、取組の見直し等を

行っていきます。
（２）施策評価について
次期計画の策定に向けて、総合的な振り返りと評価を実施します。これにより、新たに生じた課題等を整理するとともに、社会的養育を取り巻く状況の変化や国や東京都の動向等

を踏まえ、子どもや家庭を支える取組を更に推進していきます。
なお、施策評価は、次期計画策定を進める令和11年度の前年度に実施することとします。

【進捗管理と評価】
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〇子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の第２期計画期間が令和
６年度で終了し、令和７年度からの第３期事業計画を策定するにあたり、児童相談所
を設置する自治体に策定が求められる「社会的養育推進計画」と整合・連携を図り、
令和11年度を見据えて推進

〇社会的養育の推進において、家庭養育優先原則に基づく、子ども家庭支援体制の構築
等に向けた取組は、子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事
業（法定事業）等と関連性が深いため、内容の整合を図り、両計画の計画期間を合わ
せて推進

計画の位置づけ

子ども・子育て支援事業計画
（子ども・子育て支援法）

予防と早期発見による家庭維持と

一時保護等による安心・安全の確保

進捗管理と見直し

審議会への報告については、例年７月頃を予定してい
ます。また、評価標語については、子ども・子育て支
援事業計画に準じたものといたします。

評価標語 定義

達成 目標事業量を達成している。

順調 目標事業量に向けて順調に進捗している。

停滞 目標事業量に向けて進捗が停滞している。

計画変更 事業に計画変更が生じ、目標事業量を変更
する必要が生じている。

計画の推進体制

策定 ＰＬＡＮ
計画推進のための指標の設定

見直し ＡＣＴＩＯＮ
社会的養育を取り巻く状況の変化や国
や東京都の動向等に対応した見直し

実施 ＤＯ
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